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「教育研究全国集会」 〜ｉｎ長野８月１７ １９日

1 日目の全体集
会ではジャーナ
リストの青木理
さんによる「『憲
法改正』が教育

〜をこわす！ ジ
ャーナリズムの
視点から」と題
したフォーラム。
「日本ではまだ

一度も民主主義を『勝ち取った』ことがない。民主主
義とは一人一人が考えて行動し勝ち取るものだ。」と
の言葉に目を覚まされました。
夜には「『こうあるべき』からの脱出－多様性と共

生について考えよう」のフォーラムに参加。人間環境
大学の折出健二教授がコーディネイターを務めまし
た。氏は「その子どもがそこにいること（存在）から、
直ちにその子は「こうあるべき」（当為）は生まれな
い」ことを強調。「こうあるべき」が提示される「学
校スタンダード」や「○○できるようになる」ばかり
が優先される教育現場において「あなたはここにいて
いい」という「存在」を肯定することが忘れ去られて
いないかと危機感をもちました。
フォーラムの後は恒例の愛教労懇親会。それぞれの

フォーラムでの話題を共有しながら、料理とお酒を楽
しみました。

2日目は「生活指導・自治的活動」の分科会に参加。
自身は「学校スタンダード」の問題を扱ったレポート
報告を行いました。北海道の若手中学教員のレポート
「なめられる勇気」が興味を惹きました。「生徒にな
められてはいけない」という圧力の高い中学校の現場
で、報告者は「なめられる勇気」をもつことで、子ど
もたちとの信頼関係を強固にしようという教育実践で
した。

夜は愛教労の青年部が、各種交流会「部活動を語る
夕べ」を主催しました。
全国から 20名近くの参加者があり、
①組合と部活動
②大会と小・中・高体連について
③「部活問題」これからの方向性の３つを柱として討
論が展開されました。
①については、組合内で「『部活について議論をし

よう』と提案しているだけなのに『組合が割れる』と
退けられる」等の問題点が出され、これに対し「組合
内で専門部会を設けるべき」という意見が大勢を占め
ました。②については「全中はやめれば良い」という
意見の一方、「運動部の大会はマスコミが主催しては
いけない。学校スポーツを美化しすぎている」など、
問題は体育連盟だけに存在するのではないことが確認
できました。③については、このような学習交流会を
これからも折を見て開催し、お互いの意識や連帯を高
めていくことの必要性が確認されました。

3 日目は「無言館」と「松代大本営」のフィールド
ワークに参加しました。
館主の窪島誠一郎氏はかねて「『無言館』と『政治』

は切り離して考えるべきだ」と主張してきたのですが、
そんな窪島氏が持論を「撤回」したのは、2015年「安
保関連法」の成立前後。「今の政治情勢が進めば、や
がてどこかで新しい『無言館』を建設する槌音が聞こ
えてくる」「それは『無言館』にならぶ画学生たちの
声なき声を圧殺することでもある」
「安保関連法」はそれほどまでに大きな問題であっ

たのだと改めて思い知るのとともに、やはり「人の営
み」と「政治」とは切っても切り離せぬものだと再認
識しました。

松代大本営は大戦末期「本土決戦」に備え、東京の
大本営と天皇を移転しようと計画・建設された大規模
地下壕です。以前からその名は聞いたことがありまし
たが、いざ訪問してみると、その規模の大きさに驚か
されました。一刻もはやく完成させようと建設は急ピ
ッチで進められた一方で「本土決戦」を一刻でも遅ら
せようと捨て石にされたのが沖縄であったと聞き、沖
縄への差別は今も昔も変わらず存在し続けているのだ
と思いました。

現地に行き、学び、交流することで、ぼんやりとし
か見えていなかったものが、はっきりと像を結ぶ。私
が毎年のようにレポーターを引き受け、全国教研に参
加している理由はここにあります。

「愛知の教育を考える集い」開催



高知市は緑の山に囲まれたこぢんまりとした城下町で地元の方の温かい人情に
も触れることができました。土佐は自由民権運動の発祥の地として、「日本初の女
性参政権」「勤評闘争」「８年に及ぶ原発反対」「教科書無償化運動」「学校災害補
償制度の確立」を勝ち取ってきた土地です。

自由は土佐の山間よりゐず
－第６４回日本母親大会 in高知－ ８月２５／２６日

全体会講演での渡辺 治先生は、日本国憲法をめぐ
る７２年の攻防を熱すぎる情熱で語られ、圧倒されま
した。「今日の活動」は日本中で様々な問題に取り組
む女性たちがいることを実感し勇気づけられる機会で
す。今年特に多かったのは女性差別問題と、オスプレ
イなど基地問題でした。

分科会は「お金の心配なく学べる教育を」に参加し
ました。弁護士の谷脇和仁さんが子どもの貧困の実例
や奨学金のあり方などを報告されました。「４０歳近
くまで夫婦で奨学金を返しながら子育てをしている」
「父子家庭だが、制度について何も情報がなく自分か
ら申請しないと何ももらえないことに驚いた」「小学
校特別支援学級の１１人中１０人が準要保護の家庭。
中学校の制服などが買えない」などの、切実な声が出
されました。給食無償化やエアコンの設置など教育と

お金に係わる問題は多くあります。
谷脇先生のまとめで心に残ったのは、「要求を誰が

出していくか」ということです。親や教師が運動する
だけでなく、子どもたちが自分の要求を出し合い行動
することを生徒会活動などで学ぶ「主権者
教育」が大切だということです。もう一つ
は、教育を受けることは「憲法１３条や２
６条に保障された権利」であって、親の責
任ではなく社会の責任で行うものだという
立場にしっかりと立つことが大切だという
ことです。
往復の交通機関や観光地などに全国から

の４３００人の女性が(男性も)あふれ、エネルギッシ
ュに歩き、しゃべり、食べ、交流する「元気の出る会」
です。
来年は静岡です。是非皆さんもご参加ください。

8 月 10 日、人事院により国家公務員の給与等に関する勧告が出されました。勧告・報告の概要は、以下の通
りです。

5年連続のプラス勧告は、雀の涙。
「給与制度の総合的見直し」による大幅賃下げの被害は甚大。

――2018人事院勧告・報告をうけて―― 9/7

愛教労は、愛知県人事委員会に 8 月 31 日要求書を
提出し、9 月 7 日に交渉を行いました。これは、愛知

勧告・報告の概要
〈月例給〉
初任給1,500円、若年層1,000円程度、その他は400円
の引き上げを基本。

〈ボーナス〉
4.40ヶ月分を4.45ヶ月分へ引き上げ。勤勉手当に配
分。

〈臨時・非常勤職員の待遇改善〉
結婚休暇を設けるなど慶弔にかかる休暇について所
要の措置。

〈定年引き上げに関する意見の申し出〉
定年を段階的に引き上げ、最終的に65歳。60歳を超
えた職員の年間給与を60歳前の7割の水準に。

県人事委員会の議会への報告・勧告が、10 月の第２
週に出されるからです。

○「給与制度の総合的見直し」完了に伴う現給保障
の廃止による賃下げを補完する措置。
○駅の駐輪場利用にかかる費用の負担。
○臨時教職員の処遇改善について、特に定数内講師
をやめ、正規教員にするための工程表の作成や、継
続して雇用する場合の「空白の 1 日」が生じないよ
うな改善措置。
○不妊治療を目的とした休暇の制度化。
○教職員の多忙化解消にかかわる実効ある取り組み
等を要求しました。

要求の中で、人事委員会事務局は、「教員の働き方に
ついては、昨年度に引き続き言及されるのではないか」
と我々組合の要求に前向きな回答をしました。しかし、
不妊治療は「未だ多くの県で制度化されているわけで
はない。」駐輪場の費用負担は「民間がおこなってい
ると言うデータは無い。」と否定的な回答でした。


